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定する県の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、契約担当 定する県の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、契約担当

者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求する 者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求する

ことができる。なお、（５）の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場 ことができる。なお、（５）の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場

合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して１０日（休 合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して１０日（休

日を含まない。）以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができ 日を含まない。）以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができ

る。 る。

（７）落札者となった者は、秋田県に納付（納入）すべき県税に滞納がない （７）落札者となった者は、秋田県に納付（納入）すべき県税及び社会保険

ことを証する書面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速 料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

やかに提出しなければならない。

９ 入札の無効 ９ 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

（１）入札参加資格がないことが確認された者が行った入札 （１）入札参加資格がないことが確認された者が行った入札

（２）開札日から落札決定の日までの間において、３に掲げる要件を満たさ （２）開札日から落札決定の日までの間において、３に掲げる要件を満たさ

ないこととなったことが確認された者の行った入札 ないこととなったことが確認された者の行った入札

（３）同一の入札について２以上の入札を行った者の入札 （３）同一の入札について２以上の入札を行った者の入札

（４）同一の入札について２人以上の入札者の代理人となった者の入札 （４）同一の入札について２人以上の入札者の代理人となった者の入札

（５）談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札 （５）談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

（６）入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は （６）入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は

首標金額を訂正した入札 首標金額を訂正した入札

（７）委任状を持参しない代理人の行った入札 （７）委任状を持参しない代理人の行った入札

（８）記名押印を欠く入札（電子入札システムによる場合にあっては電子証 （８）記名押印を欠く入札（電子入札システムによる場合にあっては電子証

明書を取得していない者の行った入札） 明書を取得していない者の行った入札）

（９）紙入札方式により入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった （９）紙入札方式により入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった

者の行った入札 者の行った入札

（10）総合評価に係る技術資料を提出しなかった者の行った入札 （10）上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

（11）上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

10 配置予定技術者について １０ 配置予定技術者について

（１）落札者は、入札参加資格確認申請書等並びに総合評価に係る技術資料 （１）落札者は、入札参加資格確認申請書等並びに総合評価に係る技術資料

に記載した配置予定技術者を当該業務に配置しなければならない。 に記載した配置予定技術者を当該業務に配置しなければならない。

（２）入札参加者は、他の業務の入札において落札したことにより入札参加 （２）入札参加者は、他の業務の入札において落札したことにより入札参加

資格確認申請書等に記載した配置予定技術者を本業務に配置することができ 資格確認申請書等に記載した配置予定技術者を本業務に配置することができ

なくなった場合は、その旨を速やかに契約担当者に報告しなければならない。なくなった場合は、その旨を速やかに契約担当者に報告しなければならない。

（３）本業務に技術者を配置することができなくなった入札参加者がすでに （３）本業務に技術者を配置することができなくなった入札参加者がすでに

落札決定されているときは、当該落札者のした入札は無効とみなすものとす 落札決定されているときは、当該落札者のした入札は無効とみなすものとす

る。 る。

11 その他 １１ その他

（１）入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。 （１）入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。
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（２）入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認め （２）入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認め

た場合には説明を求めることがある。 た場合には説明を求めることがある。

（３）履行期限は事情により変更することがある。 （３）履行期限は事情により変更することがある。

（４）入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札にあたっての （４）入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札にあたっての

留意事項を遵守しなければならない。 留意事項を遵守しなければならない。

（５）発注概要書により低入札価格調査制度を適用するものとし、制度の運 （５）発注概要書により低入札価格調査制度を適用するものとし、制度の運

用について、秋田県建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査試行要 用について、秋田県建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査試行要

綱（平成２０年９月２９日付け建管－１６３２）及び秋田県建設コンサルタ 綱（平成２０年９月２９日付け建管－１６３２）及び秋田県建設コンサルタ

ント業務等に係る低入札価格調査試行要領（同）によるものとし、入札参加 ント業務等に係る低入札価格調査試行要領（同）によるものとし、入札参加

者が低入札価格調査の対象となった場合は、調査の円滑な実施に協力しなけ 者が低入札価格調査の対象となった場合は、調査の円滑な実施に協力しなけ

ればならない。 ればならない。

この場合において、同要綱第３条中「最低の価格」とあるのは「最も高い この場合において、同要綱第３条中「最低の価格」とあるのは「最も高い

総合評価点をもって入札した者の入札価格」と、第６条中「最低入札価格に 総合評価点をもって入札した者の入札価格」と、第６条中「最低入札価格に

次いで低い価格」とあるのは「最も高い総合評価点をもって入札した者に次 次いで低い価格」とあるのは「最も高い総合評価点をもって入札した者に次

いで高い総合評価点をもって入札した者の入札価格」と、第７条中「最低の いで高い総合評価点をもって入札した者の入札価格」と、第７条中「最低の

価格」とあるのは「最も高い総合評価点」と読み替える。 価格」とあるのは「最も高い総合評価点」と読み替える。

低入札受注（低入札価格調査を経て契約を締結することをいう。）が繰り返 低入札受注（低入札価格調査を経て契約を締結することをいう。）が繰り返

された場合は、「指名の基準に関する運用基準について」に基づき、指名差 された場合は、「指名の基準に関する運用基準について」に基づき、指名差

し控えの措置を講じるものとする。 し控えの措置を講じるものとする。

（６）落札決定通知日は事情により変更することがある。 （６）落札決定通知日は事情により変更することがある。

（７）落札決定から契約締結までの間において、落札者が３に掲げる要件を （７）落札決定から契約締結までの間において、落札者が３に掲げる要件を

満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結し 満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結し

ないことができる。 ないことができる。

（８）落札決定に反映された技術提案について、発注者と落札者の責任分担 （８）本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、

及び技術提案内容を協議のうえ明らかにする。また、その履行を確保するた 規則、秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札試行要綱（平

め受注者は採用された技術提案の内容を反映した業務計画書を発注者に提出 成２０年３月１７日付け建管－２４６０）、農業農村整備事業総合評価落札

する。 方式（業務方針提案型）に係る試行要綱（平成２２年２月２２日付け整－２

（９）業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施さ ６００）及び農業農村整備事業総合評価落札方式（業務方針提案型）評価ガ

れなかった場合は、再度の履行が可能であると認められるものについては再 イドライン（平成２７年１０月版）の定めるところによる。

度の履行の義務及びその内容を、再度の履行が困難又は合理的でないと認め

られるものについては契約金額の減額、損害賠償等を行うことができる。

（10）本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、

規則、秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札試行要綱、農

業農村整備事業総合評価落札方式（業務方針提案型）に係る試行要綱（平成

２２年２月２２日付け整－２６００）及び農業農村整備事業総合評価落札方

式（業務方針提案型）評価ガイドライン（平成２９年４月版）の定めるとこ

ろによる。
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削除
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削除
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削除
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１０ 提出様式 １０ 提出様式

（提出様式１） 提案書の提出について

（提出様式１） 提案書の提出について

（提出様式２－１）地域との関わりに関する提案

（提出様式２－２）業務の遂行に関する提案 （提案様式２－１）地域との関わりに関する提案

（提出様式２－３）特定のテーマに関する提案 （提案様式２－２）業務の遂行に関する提案

（提案様式２－３）特定のテーマに関する提案

（ＮＮ様式１） 総合評価実施確認項目に係る自己評価申請書

（総合様式２） 企業の優れた業務実績及び企業の平均点 （ＮＮ様式１－１）農業農村整備事業総合評価実績確認項目に係る自己評価

（総合様式３） 企業の雇用に対する姿勢等に関する評価 申請書

（総合様式４） 職業体験等受入実施証明書 （総合様式２－１）企業の委託業務成績評定一覧表

（総合様式５） 企業の地域精通度・地域貢献度 （ＮＮ様式２－１）企業のＩＳＯ認証取得状況

（総合様式６） 配置予定管理技術者の評価対象業務の最高点及び優れた業 （ＮＮ様式２－２）企業の地域活動（地域貢献）への取り組み実績

務実績 （総合様式２－２）配置予定技術者の委託業務成績評定一覧表

（総合様式７） 配置予定管理技術者の技術力 （総合様式４－１）配置予定管理技術者の経歴等

（総合様式８） 業務執行体制・地域精通度 （総合様式４－２）配置予定担当技術者の経歴等

（ＮＮ様式２）配置予定技術者のプロポーザルの実績 （総合様式４－３）配置予定照査技術者の経歴等

（総合様式９） 複数の配置予定技術者を申請する場合の評価に係る算定書 （ＮＮ様式３－２）配置予定技術者のプロポーザル・ＶＥの実績

（ＮＮ様式３－３）配置予定技術者の継続教育（ＣＰＤ）の取得状況

（ＮＮ様式４－４）複数の配置予定技術者を申請する場合の評価に係る算定

書

（様式第２号） 同種又は類似業務の実績等

留意事項

※１）提案書提出期限までに配置予定技術者を特定できず、複数の候補者を

記載する場合に添付する。
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留意事項

※１）業務特性や規模、難易度等により、入札参加要件として求めた場合

に添付する。

※２）提案書提出期限までに配置予定技術者を特定できず、複数の候補者

を記載する場合に添付する。
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